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8月の お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談

　
児
童
手
当
＝
６
月
分
以
降
の
手

当
を
受
給
す
る
た
め
に
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す

　
医
療
費
助
成
制
度
＝
現
在
お
手

元
に
あ
る
乳
幼
児
・
義
務
教
育
就

学
児
医
療
証
の
有
効
期
間
は
９
月

　
日
（
火
）
ま
で
で
す
。　

年
１

３０

２６

月
１
日
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
に

は
、
９
月　
日
（
金
）
に
、
有
効

１９

　
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
支
払

う
医
療
費
の
自
己
負
担
（
一
部
負

担
金
）
の
割
合
は
、「
１
割
」
ま
た

は
「
３
割
」
で
す
。
自
己
負
担
の

割
合
は
、
毎
年
８
月
１
日
に
、
当

年
度
の
住
民
税
課
税
所
得
（
市
民

税
・
都
民
税
納
税
通
知
書
の
「
課

税
標
準
額
」）と
世
帯
構
成
の
状
況

か
ら
判
定
し
ま
す
。

　
　
年
８
月
～　
年
７
月
の
自
己

２６

２７

負
担
の
割
合
は
、　

年
度
（　
年

２６

２５

中
）
の
住
民
税
課
税
所
得
に
基
づ

い
て
判
定
し
ま
す
。

自
己
負
担
の
割
合
の
判
定
基
準

　
「
１
割
」＝
同
一
世
帯
の
被
保
険

者
全
員
の
住
民
税
課
税
所
得
（
課

税
標
準
額
）
が
１
４
５
万
円
未
満

の
場
合

　
「
３
割
」＝
本
人
お
よ
び
同
一
世

帯
の
被
保
険
者
で
住
民
税
課
税
所

得
（
課
税
標
準
額
）
が
１
４
５
万

以
上
の
方
が
1
人
で
も
い
る
場
合

基
準
収
入
額
適
用
申
請

　
自
己
負
担
の
割
合
を
「
３
割
」

か
ら
「
１
割
」
に
変
更
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万

円
以
上
で
、
自
己
負
担
の
割
合
が

今
回
「
３
割
」
と
判
定
さ
れ
た
方

で
も
、「
収
入
額
」が
基
準
額
未
満

の
方
は
、「
基
準
収
入
額
適
用
申

請
」
を
し
て
認
定
さ
れ
る
と
「
１

割
」に
な
り
ま
す
。な
お
、こ
の「
収

入
額
」
は　
年
中
の
収
入
で
、
必

２５

要
経
費
や
公
的
年
金
控
除
な
ど
を

差
し
引
く
前
の
金
額
で
す
。

　
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
申
請

書
を
送
付
済
み
で
す
。
申
請
書
が

届
い
た
方
は
、
７
月　
日
（
金
）

１８

ま
で
に
、
保
険
年
金
課
高
齢
者
医

療
係
（
市
役
所
1
階
）
に
必
ず
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

　
【
日
時
】
７
月　
日
（
水
）
午
後

２３

１
時
半
～
４
時

　
【
会
場
】市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ

ば
　
【
相
談
内
容
】年
金
、社
会
保
険

（
健
康
保
険
、
雇
用
保
険
、
介
護

保
険
）、
労
働
問
題
（
賃
金
未
払
い
、

　
　
年
度
か
ら
国
の
が
ん
対
策
推

２１
進
基
本
計
画
の
一
つ
と
し
て
開
始

さ
れ
た
「
が
ん
検
診
推
進
事
業
」

の
う
ち
、
子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん

検
診
が
「
働
く
世
代
の
女
性
支
援

の
た
め
の
が
ん
検
診
推
進
事
業
」

と
し
て
新
た
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
対
象
者
に
は
、
７
月
下
旬
に
案

期
間
が　
月
１
日
か
ら
の
医
療
証

１０

を
送
付
し
ま
す
。

本人および同じ世帯にいる後期高齢者
医療制度の被保険者の住民税課税所得
がいずれも145万円未満である。

本人および同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被
保険者の前年の収入合計額が、520万円未満である。

後期高齢者医療制度の被保険者と同じ世
帯に70歳～74歳の国保や会社の健康保
険などの加入者がいる場合で、本人とそ
の方の前年の収入合計額が520万円未満
である。

　　　　　　　に該当する方は、保険
年金課（市役所1階）に基準収入額
適用申請をしてください。

「自己負担の割合」の判定の流れ

解
雇
な
ど
）

　
【
定
員
】
５
人
程
度

　
【
費
用
】
無
料

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
生
活
文
化
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
８
へ
。

内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
こ
の
事
業
は
、
国
の
補
助
事
業

で
す
。
毎
年
市
で
行
う
「
乳
が
ん

検
診
」
は
広
報
８
月
１
日
号
に
、

「
子
宮
頸
が
ん
検
診
」
は
同
９
月

１
日
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

　
詳
し
く
は
健
康
課
特
定
健
診
係

☎
４
７
７
・
０
０
１
３
へ
。

　
【
日
時
】
９
月
３
日
（
水
）
午
後

１
時
半
か
ら

　
【
会
場
】
都
庁
会
議
室

　
【
定
員
】　

人
（
事
前
抽
選
）

１５

　
申
し
込
み
は
８
月　
日
（
月
）

１１

ま
で
に（
消
印
有
効
）、往
復
は
が

き
に
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を

記
入
の
上
、
〒
１
６
３
倆
８
０
０

１
、
都
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課

10月1日以降の
医療証の交付が
受けられません。

6月分以降の
児童手当が

受けられません。

現況届が提出されないと…

宛
て
郵
送
を
。

　
※
付
議
予
定
案
件
は
、
都
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://www.tosh

iseibi.metro.tokyo.jp/keik
aku/shingikai/yotei.htm

）

ま
た
は
都
都
市
計
画
課
☎
０
３
・

５
３
８
８
・
３
２
２
５
へ
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

　
た
だ
し
、　

年
１
月
２
日
以
降

２６

に
転
入
し
た
方
は
、
市
で
は
所
得

状
況
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
手
続

き
が
必
要
な
方
に
は
用
紙
を
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
未
提
出
の
方

は
至
急
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　
１０

月
以
降
の
医
療
証
の
交
付
が
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
☎
４

７
０
・
７
７
３
６
へ
。

口
座
振
替
で
の
前
納
の

申
し
込
み
は
お
早
め
に

　
　
年
度
の
国
民
年
金
第
１
号

２６
被
保
険
者
お
よ
び
任
意
加
入
被

保
険
者
の
１
カ
月
当
た
り
の
保

険
料
は
１
万
５
２
５
０
円
で
す

が
、
ま
と
め
て
前
払
い
を
す
る

と
、
前
納
割
引
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
　
例
え
ば
、　

月
～
来
年
３
月

１０

の
６
カ
月
分
を
毎
月
納
付
し
た

場
合
、
合
計
額
が
９
万
１
５
０

０
円
と
な
り
ま
す
が
、
現
金
や

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
で
、

ま
と
め
て
前
納
す
る
と
７
４
０

円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

口
座
振
替
で
ま
と
め
て
前
納
す

る
場
合
、
割
引
額
が
さ
ら
に
３

０
０
円
増
額
し
、
１
０
４
０
円

の
割
引
に
な
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
に
よ
る　
月
～
来
年
３
月

１０

分
の
前
納
の
申
し
込
み
は
８
月

末
日
が
締
め
切
り
で
す
。
申
込

書
類
の
不
備
な
ど
に
よ
り
登
録

が
遅
れ
、
手
続
き
が
間
に
合
わ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

希
望
す
る
方
は
、
早
め
に
年
金

事
務
所
ま
た
は
金
融
機
関
な
ど

に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

問い合わせ先予約開始日相談員会場時間実施日相談内容・定員

午前８時半か
ら電話で
生活文化課
☎４７０・７７３８

７月３１日（木）
弁護士

市役所２
階相談室

午前１０時
から

６日（水）
１３日（水）法律相談

（各日8人） ８月１４日（木）２０日（水）
２７日（水）

司法書士８月は実施しません登記相談（5人）
土地家屋調査士８月は実施しません表示登記相談（5人）

行政書士８月は実施しません相続・遺言・成年後見
等手続き相談（4人）

税理士８月は実施しません税務相談（5人）
人権擁護委員８月は実施しません人権・身の上相談（4人）
宅地建物取引主
任者８月は実施しません不動産相談（5人）

８月２１日（木）弁護士午後１時
から２７日（水）交通事故相談（5人）

社会保険労務士８月は実施しません年金・労災・雇用保険・
人事管理等相談（4人）

午前９時から
電話で
同センター
☎４７２・００６１

７月１６日（水）女性カウンセラ
ー男女平等

推進セン
ター

午前１０時～
午後１時４日（月）

女性の悩みごと相談
（各日3人） 午後１時半

～４時半
１１日（月）

８月６日（水）１８日（月）
２５日（月）

７月１８日（金）女性弁護士
午前９時半
～午後０時
半

１日（金）女性弁護士による
法律相談（3人）

前日までに東
久留米市商工
会☎４７１・７５７７

市商工会経営指
導員

東久留米
市商工会
館

午前１０時～
午後４時平日経営相談

問い合わせ先相談員会場時間実施日相談内容
同協会事務局・
桑原建築設計
事務所
☎４７６・１５１５

東久留米建築
設計協会

市役所１階屋内ひ
ろば

午後２時～
５時８日（金）耐震相談

中央相談室
☎４７３・３６６７教育相談員

中央相談室
（成美教育文化会
館内教育センター）午前１０時～

午後５時

火曜～
土曜日教育相談

※電話相談も可。 滝山相談室
☎４７５・８９０９

滝山相談室
（西中学校隣）

月曜～
金曜日

同課
☎４７０・７７３６

母子自立支援
員

子育て支援課
（市役所２階）

午前９時～
午後５時開庁日母子相談

前月末までに
障害福祉課
☎４７０・７７４７、
ファクス
４７５・８１８１

身体障害者相
談員市役所１階相談室午前１０時～

正午８日（金）身体障害者相談

知的障害者相
談員市役所１階相談室午前１０時～

正午１３日（水）知的障害者相談

同センター
☎４７７・２７１１

さいわい福祉
センター指導
員

さいわい福祉セン
ター

午前９時～
午後５時平日心身障害者（児）

相談

※直接会場へ。ハローワーク
三鷹職員

市役所１階ワーク
コーナー

午前９時～
午後５時開庁日職業相談

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

８月は実施しません住宅増・改築相
談

市消費者セン
ター
☎４７３・４５０５
※直接会場へ。

消費生活相談
員

生活文化課
（市役所２階）

午前１０時～
正午、午後
１時～４時

平日消費者相談
※電話相談も可。

☎４６５・１８３９篠宮松美氏
（南町）行政相談

☎４７４・０３７９岡部佳子氏
（幸町）

健康課保健サ
ービス係
☎４７７・００２２

助産師・
保健師ご自宅希望する方は右記へ

問い合わせください。
妊婦訪問
赤ちゃん訪問

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

毎
年
８
月
に
自
己
負
担
の
割
合
を

定
期
判
定
し
ま
す

児
童
手
当

乳
幼
児
・
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制
度

現
況
届
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か

子子子子子子子子子子
宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮
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子
宮 
頸 
が
ん
・
乳
が
ん
検
診診診診診診診診診診診

けけけけけけけけけけけ
いいいいいいいいいいい

働
く
世
代
の
女
性
支
援
の
た
め
の

が
ん
検
診
推
進
事
業

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

第
２
０
６
回
都
都
市
計
画
審
議
会
の

傍
聴
者
を
募
集
し
ま
す


